
“

し
つ
け”

と
い
う
名
の
暴
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
ま
せ
ん
か

　

児
童
虐
待
の
相
談
件
数
は
増
加
の
一
途
を

た
ど
っ
て
お
り
、
児
童
福
祉
法
な
ど
の
改
正

で
子
ど
も
へ
の
体
罰
は
禁
止
と
な
り
ま
し
た
。

保
護
者
が
子
ど
も
の
た
め
だ
と
考
え
て
も
、

過
剰
な
教
育
や
厳
し
い
し
つ
け
に
よ
っ
て
子

ど
も
の
心
や
体
を
傷
つ
け
、
安
全
を
お
び
や

か
す
も
の
で
あ
れ
ば
児
童
虐
待
と
な
り
ま
す
。

・
何
度
も
言
葉
で
注
意
し
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
な
い
の
で
、
頬
を
叩
い
た
。

・
い
た
ず
ら
を
し
た
の
で
、
長
時
間
正
座
を

さ
せ
た
。

・
宿
題
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
夕
食
を
与
え

な
か
っ
た
。

・
友
達
を
殴
っ
て
ケ
ガ
を
さ
せ
た
の
で
、
同

じ
よ
う
に
子
ど
も
を
殴
っ
た
。

　

こ
れ
は
全
て
体
罰
で
す
。
体
罰
が
繰
り
返

さ
れ
る
と
子
ど
も
の
心
身
の
成
長
・
発
達
に

悪
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
体

罰
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
言
葉

や
見
本
を
示
す
な
ど
、
本
人
が
理
解
で
き
る

方
法
で
伝
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
体
罰
等
に
よ
ら
な

い
子
育
て
を
広
げ
よ
う
』
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
具
体
的
な

工
夫
の
ポ
イ
ン
ト
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

子
ど
も
の
面
前
で
の
暴
力
も

　
　
　
　
　
　
心
理
的
な
児
童
虐
待
で
す

　

児
童
虐
待
に
は
、
身
体
的
虐
待
・
性
的
虐

待
・
ネ
グ
レ
ク
ト（
育
児
放
棄
）・
心
理
的
虐

待
が
あ
り
ま
す
。　

子
ど
も
の
目
の
前
で
の

家
族
に
対
す
る
暴
言
暴
力
、
激
し
い
夫
婦
喧

嘩
な
ど
の
心
理
的
虐
待
が
増
え
て
い
ま
す
。

虐
待
は
ど
の
家
庭
に
も
起
こ
る
可
能
性
が
あ

る
問
題
で
す
。
保
護
者
も
一
人
で
は
ど
う
に

も
で
き
ず
悩
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
は
相
談（
通
告
）を

　
「
虐
待
か
も
」
と
思
っ
た
ら
市
の
相
談
窓

口
や
児
童
相
談
所
に
相
談（
通
告
）し
て
く
だ

さ
い
。
相
談（
通
告
）は
子
ど
も
を
守
る
だ
け

で
な
く
、
虐
待
を
す
る
こ
と
に
悩
む
保
護
者

へ
の
支
援
の
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。
通

告
者
は
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
。

　

出
産
や
子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
の
相
談

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
通
告
・
相
談
先

・
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル（
24
時
間
対
応
）

　

☎
１
８
９（
イ
チ
ハ
ヤ
ク
）

・
県
中
央
児
童
相
談
所

　

☎（
３
８
１
）４
４
５
１

・
市
女
性
・
子
ど
も
支
援
課

　

☎（
２
４
８
）１
１
９
９

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
・
Ｄ
Ｖ
防
止
推
進
月
間

●
問
い
合
わ
せ
先　
女
性
・
子
ど
も
支
援
課　
☎（
２
４
８
）１
１
９
９

ス
ト
ッ
プ
児
童
虐
待　
ス
ト
ッ
プ
Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ
と
思
っ
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

　

Ｄ
Ｖ
と
は
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。『
令
和
元
年
度

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
県
民
意
識
調
査
』

で
は
、
女
性
の
５
人
に
１
人
、
男
性
の
７
人

に
１
人
が
Ｄ
Ｖ
被
害
の
経
験
が
あ
る
と
い
う

結
果
が
出
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
デ
ー
ト

Ｄ
Ｖ（
交
際
相
手
か
ら
の
暴
力
）も
増
え
て
い

ま
す
。

　　

も
し
か
し
て
Ｄ
Ｖ
か
も
と
思
っ
た
ら
、
一

人
で
抱
え
込
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
ず
一
歩
踏
み
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
先

・
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ

　

☎
＃
８
０
０
８（
ハ
レ
レ
バ
）

・
Ｄ
Ｖ
相
談
＋（
プ
ラ
ス
）（
24
時
間
対
応
）

　

c
０
１
２
０-

２
７
９-

８
８
９

　

チ
ャ
ッ
ト
相
談

　
（
正
午
～
午
後
10
時
）

・
市
女
性
・
子
ど
も
支
援
課

　

☎（
２
４
８
）１
１
９
９

あ
た
た
か
い
家
庭
を
必
要
と
し
て
い
る
子
ど

も
た
ち
が
い
ま
す
里
親
制
度

　

何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
家
庭
で
の
養
育

が
受
け
ら
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
を
自
分
の
家

庭
に
迎
え
入
れ
、
関
係
機
関
の
サ
ポ
ー
ト
を

受
け
な
が
ら
養
育
す
る
の
が
里
親
制
度
で
す
。

　

里
親
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

▼
養
育
里
親

　

子
ど
も
が
家
庭
に
戻
る
ま
で
、
ま
た
は
お

お
む
ね
18
歳
に
な
る
ま
で
里
親
の
家
庭
に
迎

え
入
れ
て
養
育
し
ま
す
。

▼
養
子
縁
組
里
親

　

養
子
縁
組
を
結
ぶ
こ
と
が
前
提
で
す
。
養

子
縁
組
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
里
親
と
し

て
一
緒
に
生
活
し
ま
す
。

▼
親
族
里
親

　

実
親
の
死
亡
や
行
方
不
明
な
ど
に
よ
り
、

３
親
等
以
内
の
親
族
が
里
親
と
し
て
養
育
し

ま
す
。

▼
季
節
・
週
末
里
親

　

週
末
や
長
期
休
暇
な
ど
に
数
日
か
ら
１
週

間
ほ
ど
、
子
ど
も
を
預
か
り
養
育
し
ま
す
。

　

子
ど
も
は
家
庭
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
社

会
全
体
で
育
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
人
で
も
多
く
の
人
に
里
親
制
度
を
知
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

里
親
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
人
、
里
親

に
な
り
た
い
人
、
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

・
県
中
央
児
童
相
談
所

　

☎（
３
８
１
）４
４
５
１

・
児
童
養
護
施
設　
熊
本
天
使
園

　

☎（
２
４
２
）０
４
２
０

ＤＶチェックリスト
□キレると壁を蹴ったり、物を投げられ
たりする。

□暴力を振るわれたあと、急に優しくさ
れたり謝られたりする。

□「バカ」「死ね」と言われたことがある。
□相手の機嫌を損ねないように気を使っ
ている。

□「誰に食わせてもらっているんだ」と
言われたことがある。

□性行為を強要される。
□頻繁に携帯に電話して居場所を確認さ
れる。

　

皆
さ
ん
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
作
り

ま
し
た
か
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
身
分

証
明
書
と
し
て
の
利
用
の
ほ
か
に
、
令
和
３

年
３
月
以
降
は
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

ま
た
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
令
和
３
年
３
月

ま
で
の
申
し
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
予

算
が
上
限
に
達
し
た
場
合
は
期
限
前
に
受
付

終
了
し
ま
す
）

　

申
請
や
受
け
取
り
が
よ
り
し
や
す
い
よ
う

に
、
12
月
～
２
月
の
間
、
日
曜
開
庁
に
併
せ

て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
専
用
の
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
日
曜
開
庁
窓
口
開
設
日

　　　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に

伴
い
、
必
ず
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。
予

約
無
し
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

　

申
請
方
法
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、

自
分
に
あ
う
申
請
方
法
を
選
べ
ま
す
。

方
法
①
本
人
が
窓
口
で
申
請
す
る
場
合

▼
受
付
窓
口

　

市
民
課
、
西
合
志
総
合
窓
口（
御
代
志
市

民
セ
ン
タ
ー
）、
泉
ヶ
丘
支
所
、
須
屋
支

所
▼
受
付
時
間

　

平
日
午
前
8
時
30
分
～
午
後
4
時
30
分

▼
持
っ
て
く
る
も
の

　

写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
１
点
お
よ
び

健
康
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
が
１
点
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）

▼
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
方
法

　

市
か
ら
申
請
者
へ
、
本
人
限
定
受
取
郵
便

で
送
付
し
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
が
不
足
し
た
場
合
は
、
本

人
限
定
郵
便
で
の
送
付
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
再
度
カ
ー
ド
を
受
け
取
り
に
窓
口

無
料
で
写
真
撮
影
を
行
な
っ
て
い
ま
す

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
拡
大
を
目

指
し
、
申
請
書
に
必
要
な
写
真
を
無
料
で
撮

影
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

方
法
②
郵
送
で
申
請
す
る
場
合

　

交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
顔

写
真(

裏
面
に
氏
名
・
生
年
月
日
を
記
入)

を

貼
付
し
て
左
記
に
郵
送
。
申
請
書
は
通
知
カ

ー
ド
に
付
い
て
い
る
申
請
書
か
も
し
く
は
窓

口
に
て
申
請
書
を
交
付
し
ま
す
。

▼
送
り
先
　
〒
２
１
９-

８
７
３
０

　

日
本
郵
便
株
式
会
社

　

川
崎
東
郵
便
局　

郵
便
私
書
箱
第
２
号

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

　

受
付
セ
ン
タ
ー

※
送
付
用
封
筒
を
窓
口
で
も
準
備
し
て
い
ま

す
。

▼
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
方
法

　

市
か
ら
申
請
者
へ
交
付
通
知
書
を
後
日
送

付
し
ま
す
の
で
、
市
民
課
で
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

方
法
③
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請
す
る
場
合

　

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て

交
付
申
請
書
の
専
用
の
バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
申

請
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
後
、
顔
写

真
を
添
付
し
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
方
法

　

申
請
者
へ
交
付
通
知
書
を
後
日
送
付
し
ま

す
の
で
、
市
民
課
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

重
要
な
お
知
ら
せ
で
す

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
受

け
取
る
ま
で
に
２
カ
月
程
度
か
か
り

ま
す
。
申
請
・
受
け
取
り
の
際
の
窓

口
も
混
雑
し
ま
す
の
で
、
時
間
に
余

裕
を
も
っ
て
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
交
付
通
知
書
を
事
前
に
送
付
し
て
い

ま
す
が
、
内
容
を
確
認
せ
ず
窓
口
に

来
ら
れ
、
受
け
取
り
で
き
な
い
人
が

多
く
い
ま
す
。
必
ず
封
筒
の
中
身
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
入
院
中
の
人
や
寝
た
き
り
な
ど
や
む

を
え
な
い
理
由
な
ど
で
直
接
窓
口
に
来

る
こ
と
が
困
難
な
人
は
、
代
理
人
の
受

け
取
り
も
可
能
で
す
。
必
要
書
類
な

ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、
代
理
で
受
け
取

り
を
希
望
さ
れ
る
人
は
必
ず
市
民
課

ま
で
事
前
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

※
仕
事
や
学
校
な
ど
の
理
由
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

作
る
人
が
増
え
て
い
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
先　
市
民
課　
☎（
２
４
８
） 

１
1
１
３

POINT
受け取りは
来庁不要

お近くの
ポストに投函で
申請完了

自宅で簡単、
スマートフォンで
撮った写真でOK

POINT

POINT

時
間
は
全
て
9
時
〜
12
時
30
分

2
月

1
月

12
月

7
日

10
日

6
日

14
日

24
日

13
日

28
日

31
日

27
日
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